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研究成果の概要（和文）：19世紀末から 20世紀にかけて、欧米ではフェミニズム運動の高揚を

背景にして、女性が社会進出の一環として社会事業の専門化へ貢献したことをアメリカを例に

検証し、日本においては同様の過程を歩みながらも、女性たちが社会進出の舞台として選んだ

方面委員制度が法制化される段階で女性の採用に積極的だったストラスブルク制度導入となら

なかったことがその分岐点となったことを明らかにした。 

 

研究成果の概要（英文）： 
At first I demonstrated that women contributed to the professionalization of social work from the end of 

the 19th to the beginning of the 20th century in the Western world, examplified by America, as they 

chose the context of women's liberation as the scene of their social activity. 

Secondly, I showed that the turning point was whetehr or not the Starsburg system had been innovated 

into the legal system of Houmeniin becasue the Strasburg system was positive about including women's 

employment. 
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１．研究開始当初の背景 

 19 世紀後半から 20 世紀初頭にかけて、

社会事業の成立・展開に貢献したのは社

会進出が限られていた女性たちであった

ことは、欧米、特にアメリカでは、1970

年代より盛んになってきた Women’s 

Studies の影響もあり 80 年代以降、研究

が蓄積され、両者の関係が明らかにされ

てきた。すなわち社会事業の専門職とし

て登場したソーシャルワークは、当時、
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社会進出の道が限られていた高学歴の女

性たちが“female profession”として

生み出したものであることが女性史のな

かで位置づけられている（Evans, Sara 

Margaret.1997.Born for Liberty: A 
History of Women in America: FREE PRESS 
PAPERBACKS.／DuBois,Ellen 

Carol/Dumenil,Lynn. 2005. THROUGH 
WOMEN’S EYES: An American History 
WITH DOCUMENTS: Bedford/St.Martin’s）。

しかしそのアメリカにおいてでさえ、そ

の認識が福祉の歴史のなかではきちんと

位置付けられておらず、社会事業の発展

と女性の社会進出の相互関係については

注目されてこなかった。 

一方、ヨーロッパのなかでもドイツに

ついては女性の社会進出と社会事業の展

開における相互関係については、日本で

も一定の研究成果が、女性史、社会福祉

の分野に見られる（姫岡とし子『近代ド

イツの母性主義フェミニズム』勁草書房

1993 年/岡田英己子「A.ザロモンの初期

社会事業理論」『人文学報』（東京都立大

学人文学部、第 310 号、2000 年 3 月）他、

一連のザロモン研究／中野智世「社会福

祉専門職における資格制度とその機能－

「資格化」とボランタリズムの間で－」

望田幸男編『近代ドイツ＝資格社会の展

開』名古屋大学出版会、2003 年）ほか）。

しかし未だドイツの社会福祉の歴史の中

で正当な位置づけがなされているとは言

い難い状況がある。 

このような欧米の状況に比し、日本に
おいては、両者の関係に着目した研究、
それ自体すら存在しないような状況があ
った。それは日本の社会事業の牽引者が
主に男性であったという事情が影響して
いる。したがって研究のテーマとして浮
上してこないのもある意味、当然でもあ
った。しかし女性が社会事業の成立、展
開に貢献した欧米を想起するとき、なぜ
日本では男性主導の社会事業が展開され、
女性は主体的にその過程に参加できなか
ったのかを問うことは、日本の社会事業
を相対化する上で重要な点ではないだろ
うか。また現在においても社会福祉の専
門職の評価があいまいな現実を考えると
き、既述のような欧米においては女性が
専門職の確立に貢献したという状況は、
その将来を展望する上でも非常に重要な
意味を持ってくるのではないだろうか。 
 
２．研究の目的 
 このような背景と問題意識にたって、
今回の研究の目的は社会事業の発展と女

性の社会進出の間の関係を明確にし、他
国との比較のなかで日本の福祉の歴史を
相対化することにあった。 

具体的には、両者の関係を欧米、特に
アメリカの歴史から検証したうえで、日
本ではなぜ女性が社会事業の成立・展開
に貢献できなかったのか、その理由を女
性たちが社会進出の舞台として選んだ方
面委員制度を媒介に明らかにすることで
あった。 

それは同時に日本における福祉系専門
職の低い位置づけを解消し、真の専門職
として確立するための展望を示すことに
もつながっている。欧米で社会福祉の専
門職が確かな評価を得ている背景には、
それに貢献した女性たちの存在があるか
らである。 

さらにマクロ的な視点にたち、社会事
業の次の段階である現在の社会福祉を再
検討し、従来の社会福祉が固定化してき
たケアラーとしての女性の位置づけを払
拭し、主体的な女性をベースにして、今
後の社会福祉の在り方を展望していくと
いう巨視的な目的も設定した。 
 
３．研究の方法 
 アメリカの状況の把握ではアメリカ女
性史の文献と社会福祉の最新の研究を入
手して、女性の社会進出と社会事業の交
錯点を明らかにするという方法をとった。
また日本の方面委員と女性の社会進出の
関係については、方面委員制度の先行研
究、現在の女性史の先行研究を踏まえた
うえで、当時の社会事業系の雑誌、婦選
獲得同盟の機関紙のレビューを行い両者
の関係を追究した。その分析の際にフィ
ルタ-として方面委員制度がモデルとし
たドイツの救貧制度を設定した。なぜな
ら法制化された方面委員制度のモデルの
一つはドイツのエルバーファルト制度と
いわれているが、当時ドイツではすでに
その限界が指摘され、改良したストラス
ブルク制度（現フランスのストラスブー
ル市）の方が好評だったからであり、し
かも同制度は女性の採用に積極的であり
女性の社会進出に貢献したと評価される
からである。また同制度はソーシャルワ
ークの専門化にも寄与したとされている
（辻英史「19 世紀後半ドイツ都市におけ
る「共和主義」理念と公的救貧事業の展
開」『立正史学』2007 年 3 月、第 101 号
／中野智世 Familienfrsorge zwischen 
Sozialbrokratie und persnlicher 
Hilfe.Frsorgepraxis in der Weimarer 
Republik, dargestellt am Beispiel der 
Dsseldorfer Familienfrsorge. 
Technischen Universitt Darmstadt, 



Fachbereich 2, Gesellschafts- und 
Geschichtswissenschaften（博士論文、
2007 年 3 月提出)。 

そして日本でも方面委員制度が法制化
される際にこのストラスブルク制度の導
入を主張する議論が登場する。しかし結
果的には実らず日本の方面委員制度はエ
ルバーフェルト制度の方を選んで制度化
されたのである。そこで女性の雇用を促
進し専門職化に貢献したストラスブルク
制度の導入の是非が、日本では男性主導
で戦前の社会事業が展開されていく分水
嶺ではなかったのかという仮説をたてた。 

この仮説を実証するために、ドイツの
救貧制度についても検討し、現地に赴き、
エルバーフェルト、ストラスブルク制度
の当時の史資料収集を行った。また将来
を展望するために現在の社会福祉行政に
ついても明らかにする必要から、両制度
を生み出したそれぞれの現在の市役所に
て実際に福祉行政を担っている担当者に
インタヴューを行い、歴史的な経緯が現
在の政策にどのように影響しているのか、
検討を加えた。 
 
４．研究成果 
 従来、アメリカの女性史研究では女性
の社会進出の舞台として社会事業があり、
その発展に貢献してきたということは知
られていた。またアメリカの福祉史でも
社会事業の実践者、理論家として女性の
名前が既述されてきた。しかし両者の研
究が交わることはなく、したがって男女
の“平等”に研究の関心が置かれる女性
史と、女性の“差異”に注目してきた福
祉の歴史はそれぞれ孤立したままで、前
者に必要な女性の生活者としての一面、
そして後者に必要な女性を主体的にとら
えるという認識は希薄なままだったので
ある。 

今回、代表者はアメリカのフェミニズ
ム研究と社会福祉研究の成果を有機的に
結び付け、ジェンダー史学会（2006 年第
3 回大会、2009 年第 6 回大会）と社会福
祉系の学会（社会事業史学会 2007 年第 9
回、2009 年第 11 回）で報告することに
よって、今後の両者の研究の融合に向け
て一歩、歩をすすめることができたと考
えている。なおその成果は論文として発
表もしている（2009 年『評論・社会科学』）。 

また日本の状況における研究において
は、まずは方面委員制度のモデルの一つ
とされたドイツのエルバーフェルト制度、
そしてその後導入の是非が検討されたス
トラスブルク制度について先行研究、収
集した史資料を検証し、女性の社会進出、
専門職の創設という視点から整理しなお

した。その上で、方面委員制度が制度化
される際に女性の採用に積極的であった
ストラスブルク制度を導入する主張が登
場し、その議論が活発に行われたことを
検証し、同制度の導入の是非が日本の社
会事業の在り方を決するターニングポイ
ントであったことを明らかにした（2009
年『Human Welfare』創刊号）。それは日
本の社会事業の歴史がアメリカのみなら
ずヨーロッパ、つまり広く西洋のフェミ
ニズム運動の歴史とも深くかかわってい
ることを意味しており、今後の福祉の歴
史研究に新たな課題と可能性を提示でき
たと考えている。 

その一方で、女性の側から社会事業界
への参入の動機を明らかにするために、
当時の有名な女性評論家、運動家たちの
活動と思想を明らかにし、彼女たちが社
会事業を社会進出の舞台へと想定してい
く背景を検証した（平塚らいてう、山川
菊栄、山田わか、奥むめお）。 

さらに 2009 年 9月にはストラスブール
市にある（広域）都市共同体（Communauté 
urbaine）事務所の連帯・厚生関連事業部
（Direction des solidarities et de la 
santé）の部長（Directeur）、 Philippe 
Cornec 氏とのインタヴューの機会を得る
ことができた。具体的な内容は（１）ス
トラスブール市の概況と（広域）都市共
同体の位置づけ（２）組織、機能、予算
（３）重点事業と最近の動向 RMI と RSA
（４）民間組織との連携について（５）
女性の参入についてで、インタヴューは
これら、あらかじめ依頼した質問に対し
て用意された資料をもとにした説明を中
心に進められた。このインタヴューで得
た情報、資料をもとに、現在の同市の社
会福祉行政の在り方、女性の状況につい
ても検討を行い、その成果の一部を論文
として発表した（2010 年『Human Welfare』
第 2 号）。なおこのインタヴューの残りの
成果については今後、第二段として報告
する予定である。 

また日本の方面委員制度がモデルとし
たドイツのエルバーフェルト制度（現ヴ
ッパータール市）の発祥の地である現地
でもインタヴューを実施した（2008 年 9
月）が、それがきっかけとなり同市市長
舎で 2009 年 5 月約 2 週間、在独日本人代
表の市民団体によって当時の方面委員制
度、そしてその後身である民生委員制度
についてのパネル展示を実施できた。現
在ヴッパータール市ではボランティアの
衰退が著しく、いわゆるエルバーフェル
ト制度自体も 1997 年に消滅しており（市
役 所 社 会 福 祉 担 当 者 Krautmacher 
Marianne 氏）、日本で民生委員制度とし



て今なお、同制度が存続していることは
同市の職員の方にとっても大きな関心事
であり、展示会にも協力的であった。し
たがって小さな展示会ではあったが、こ
の試みがボランティアの復興につながれ
ばとの願いも込められており、日本の方
面委員のモデルとなったエルバーフェル
ト制度発祥の地に、約 1 世紀の時を経て
日本から発信できた意義は決して小さく
ないと考える。同時にこのことは、この
研究が歴史研究、フェミニズム研究だけ
にとどまることなく、現在の社会福祉の
重要な部分を担う地域福祉の在り方へも
提言できる可能性を示唆している。 
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